
 

２０２０年３月２３日 

 

 

臨時休館期間延長のお知らせ 

 

 

 

平素より、袖ケ浦健康づくり支援センター（ガウランド）をご利用いただき、誠にありがとう

ございます。 

袖ケ浦市からの要請により、袖ケ浦健康づくり支援センター（ガウランド）の、臨時休館期

間を延長することになりました。 

何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 

 

 

■休館期間 ３月３日（火）～３月２５日（水） 

４月１５日（水） 

 

 

還付及び振替の取扱いについては、改めてご案内いたします。 

なお、今後は、政府・行政からの要請により、変更となる可能性があります。 

ご不明点がございましたらお電話にてお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

 

（電話問合せ）9：00～17：00 火～土 ※日・月は休み 

 

 

 

公益財団法人体力つくり指導協会   

袖ケ浦健康づくり支援センター 
袖ケ浦市三ツ作 1862-12 

TEL.0438-64-3200 
www.tairyoku.or.jp/ 


